
犬 山 市 工 場 用 地 等 情 報 提 供 事 業 実 施 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 内 に あ る 工 場 等 の 立 地 に 適 し た 未 利 用

の 土 地 及 び 建 物 に 係 る 情 報 を 登 録 し 、 こ れ を 広 く 第 三 者 に 提

供 す る こ と に よ り 、 企 業 立 地 の 促 進 を 図 り 、 も っ て 本 市 経 済

の 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当

該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） 工 場 用 地 等  市 内 に お い て 工 場 、 倉 庫 、 事 務 所 等 の 利

用 に 供 す る た め 売 却 又 は 賃 貸 を 予 定 し て い る 次 の 土 地 又

は 建 築 物 を い う 。  

  ア  市 街 化 区 域 内 に お け る 用 途 地 域 が 工 業 専 用 地 域 、工

業 地 域 又 は 準 工 業 地 域 に 所 在 す る 敷 地 面 積 が 概 ね １ ，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 未 利 用 の 土 地 又 は 空 工 場 、

空 事 務 所 等 の 建 築 物  

  イ  市 街 化 調 整 区 域 内 に お い て 工 業 に 利 用 さ れ 、新 規 の

工 業 立 地 が 可 能 な 敷 地 面 積 が 概 ね １ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル 以 上 の 土 地 又 は 空 工 場 、 空 事 務 所 等 の 建 築 物  

（ ２ ） 登 録  工 場 用 地 等 の 情 報 を 犬 山 市 工 場 用 地 等 情 報 提 供

事 業 に 登 録 す る こ と を い う 。  

（ ３ ） 登 録 地  登 録 さ れ た 工 場 用 地 等 を い う 。  

 （ 登 録 す る こ と が で き な い 工 場 用 地 等 ）  

第 ３ 条  工 場 用 地 等 が 次 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る と き は 、 登 録

す る こ と が で き な い 。  

（ １ ）消 防 法（ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ８ ６ 号 ）、建 築 基 準 法（ 昭

和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ）、都 市 計 画 法（ 昭 和 ４ ３ 年 法 律

第 １ ０ ０ 号 ） そ の 他 の 法 令 （ 愛 知 県 及 び 市 の 条 例 及 び 規

則 を 含 む 。） に 違 反 し 、 又 は 違 反 す る お そ れ が あ る 場 合  



（ ２ ） 宅 地 建 物 取 引 業 者 に そ の 工 場 用 地 等 の 売 却 又 は 賃 貸 の

媒 介 又 は 代 理 を 依 頼 し て い る 場 合 で あ っ て 、 当 該 宅 地 建

物 取 引 業 者 と の 契 約 に 違 反 し 、 又 は 違 反 す る お そ れ が あ

る 場 合  

（ ３ ） 次 条 に 規 定 す る 登 録 の 申 請 の 内 容 に 虚 偽 の 記 載 が あ る

場 合  

（ ４ ） 第 ５ 条 に 規 定 す る 同 意 が な い 場 合  

（ ５ ） そ の 他 情 報 を 提 供 す る こ と が 不 適 当 で あ る と 市 長 が 認

め る 場 合  

 （ 登 録 の 申 請 等 ）  

第 ４ 条  第 １ 条 の 目 的 に 賛 同 し 、 自 己 の 所 有 す る 工 場 用 地 等 に

つ い て 登 録 を 受 け よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）は 、

工 場 用 地 等 登 録 申 請 書 （ 様 式 第 １ ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を

審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 工 場 用 地 等 登 録 台 帳 （ 様 式 第

２ ） に 記 載 し 、 登 録 す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 申 請 に 係 る 登 録 の 可 否 に つ い て 、 そ の 旨

を 申 請 者 に 工 場 用 地 等 登 録 ・ 不 登 録 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ ）

に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 情 報 の 提 供 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 登 録 地 に 係 る 情 報 を 、 閲 覧 、 イ ン タ ー ネ ッ ト

そ の 他 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り 第 三 者 に 提 供 す る も の と し 、

申 請 者 は こ れ に 同 意 す る も の と す る 。  

 （ 登 録 期 間 ）  

第 ６ 条  登 録 地 の 登 録 期 間 は 、 第 ４ 条 第 ２ 項 の 登 録 が あ っ た 日

か ら １ 年 以 内 と す る 。 た だ し 、 登 録 の 継 続 を 妨 げ な い も の と

す る 。  

 （ 登 録 の 継 続 の 申 請 ）  

第 ７ 条  第 ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 登 録 決 定 の 通 知 を 受 け た 者



（ 以 下「 登 録 者 」と い う 。）は 、前 条 の 登 録 期 間 の 満 了 後 も 登

録 を 継 続 し よ う と す る 場 合 は 、 登 録 期 間 の 満 了 日 の １ ０ 日 前

ま で に 工 場 用 地 等 登 録 継 続 申 請 書 （ 様 式 第 ４ ） を 市 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 申 請 に 係 る 登 録 の 継 続 の 可 否 に つ い て は 、 第 ４ 条 第

３ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

 （ 登 録 内 容 の 変 更 等 ）  

第 ８ 条  登 録 者 は 、 工 場 用 地 等 の 登 録 内 容 に 変 更 が 生 じ た と き

は 、 速 や か に 工 場 用 地 等 登 録 内 容 変 更 届 出 書 （ 様 式 第 ５ ） を

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 速 や か に

工 場 用 地 等 登 録 台 帳 の 記 載 事 項 を 変 更 す る も の と す る 。  

 （ 登 録 の 抹 消 ）  

第 ９ 条  登 録 者 は 、 登 録 の 抹 消 を し よ う と す る 場 合 は 、 工 場 用

地 等 登 録 抹 消 届 出 書 （ 様 式 第 ６ ） に よ り 、 そ の 旨 を 市 長 へ 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 速 や か に

登 録 を 抹 消 す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 第 ３ 条 各 号 に 該 当 す る 事 実 が 判 明 し た 場 合 に は 、

そ の 登 録 を 抹 消 す る こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、 前 ２ 項 の 規 定 に よ り 登 録 を 抹 消 し た と き は 、 工 場

用 地 等 登 録 抹 消 通 知 書 （ 様 式 第 ７ ） に よ り 、 そ の 登 録 者 に 通

知 す る も の と す る 。  

 （ 交 渉 ）  

第 １ ０ 条  登 録 地 の 買 入 れ 、 賃 貸 等 を 希 望 す る 者 は 、 自 ら の 責

任 に お い て 登 録 者 と 交 渉 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 交 渉 及 び 当 該 交 渉 に 係 る 契 約 に つ い て 関 与

せ ず 、 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が



別 に 定 め る 。  

 

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



様式第１（第４条関係） 

工場用地等登録申請書 

年  月  日 

犬山市長 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名                

連 絡 先 

（個人の場合は住所及び氏名） 

 

 犬山市が提供する工場用地等情報に、下記の物件について情報を登録することを申請し

ます。 

記 

所 在 地  

敷 地 面 積 ㎡ 

建   物 

□有（建築面積       ㎡・延床面積      ㎡） 

□無 

年   月 建築（改築） 

用 途 地 域 □準工業地域  □工業地域   □工業専用地域 □市街化調整区域 

建ぺい率等 建ぺい率      ％ ・ 容積率      ％ 

希 望 価 格 

売却          円（        円／㎡） 

賃貸（月額）      円（        円／㎡） 

分   割 □可（最小       ㎡）   □不可 

照 会 先 

名 称 

担当部署（担当者） 

TEL       FAX       Email 

特 記 事 項  

【添付資料】 

 案内図、敷地図面、建物図面、履歴事項全部証明書（登記簿謄本）等 

【確認事項】 

①市ホームページ等で情報を公開することに同意します。         □はい □いいえ 

②消防法、建築基準法、都市計画法等の法令に抵触していません。     □はい □いいえ 

③不動産業者等の了解を得ています。（仲介等を依頼している場合のみ）   □はい □いいえ 



様式第２（第４条関係） 

 

工 場 用 地 等 登 録 台 帳 

登録 

番号 

登 録 

年月日 

登 録 地 
登録者 

（氏名・住所・連絡先） 

照会先 

（氏名・住所・連絡先） 
備考 

所在地 
現況 

地目 

面積

（㎡） 

建物

（㎡） 

         

         

         

         

         

         

         

 



様式第３（第４条関係） 

工場用地等登録・不登録決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

犬山市長           ○印  

 

    年  月  日付けの申請については、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

決 定 区 分 登 録（継 続）  ・  不  登  録 

登 録 番 号  

登 録 年 月 日  

登録地の所在  

登 録 期 間  

条     件  

不登録の場合の理

由 
 

注１）登録地の現況が工場適地でなくなった場合や登録を抹消しようとするときは、工場用地等登録抹

消届出書（様式第７）を届け出してください。 

注２）登録期間後も登録の継続を希望する場合は、工場用地等登録継続申請書（様式第５）を提出して

ください。 

注３）登録内容に変更が生じたときは、速やかに工場用地等登録内容変更届出書（様式第６）を届け出

してください。 



様式第４（第７条関係） 

工場用地等登録継続申請書 

年  月  日 

犬山市長 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名                

連 絡 先 

（個人の場合は住所及び氏名） 

 

 犬山市が提供する工場用地等情報に、登録地の情報を引き続き継続して登録することを

申請します。 

記 

登 録 番 号  

登録年月日  

 

※登録内容に変更等がある場合は下欄に変更内容を記入 

所 在 地  

敷 地 面 積 ㎡ 

建   物 
□有（建築面積       ㎡・延床面積      ㎡） 

□無 
年   月 建築（改築） 

用 途 地 域 □準工業地域  □工業地域   □工業専用地域 □市街化調整区域 

建ぺい率等 建ぺい率      ％ ・ 容積率      ％ 

希 望 価 格 
売却          円（        円／㎡） 

賃貸（月額）      円（        円／㎡） 

分   割 □可（最小       ㎡）   □不可 

照 会 先 

名 称 

担当部署（担当者） 

TEL       FAX       Email 

特 記 事 項  

【確認事項】 

①市ホームページ等で情報を公開することに同意します。         □はい □いいえ 

②消防法、建築基準法、都市計画法等の法令に抵触していません。     □はい □いいえ 

③不動産業者等の了解を得ています。（仲介等を依頼している場合のみ）   □はい □いいえ 



様式第５（第８条関係） 

工場用地等登録内容変更届出書 

年  月  日 

犬山市長 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名                

連 絡 先 

（個人の場合は住所及び氏名） 

 

 下記のとおり登録内容に変更が生じましたので、届け出します。 

 

記 

登 録 番 号  

登 録 年 月 日  

変 更 事 項 

及 び 

変 更 理 由 

 

【添付資料】 

 変更内容に係る案内図、敷地図面、建物図面、履歴事項全部証明書（登記簿謄本）等 

 

注１）変更の事由発生後、速やかに届け出してください。 

注２）本届出書を受け付けた時点をもって、登録内容を変更したものとします。 



様式第６（第９条関係） 

工場用地等登録抹消届出書 

年  月  日 

犬山市長 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名                

連 絡 先 

（個人の場合は住所及び氏名） 

 

 下記の情報の登録の抹消を届け出します。 

 

記 

登 録 番 号  

登 録 年 月 日  

登録の抹消事由 

（いずれかに○を付けてください。） 

１ 所有者でなくなった。 

２ 入居者が決まった。 

３ 自己利用することになった。 

４ その他 

特 記 事 項  

 

注）登録の抹消の事由発生後、速やかに届け出してください。 



様式第７（第９条関係） 

工場用地等登録抹消通知書 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

犬山市長           ○印  

 

工場用地等情報提供事業に登録されていた登録地について、下記のとおり登録を抹消し

ましたので通知します。 

 

記 

登録の抹消年月日  

登録の抹消事由  

登 録 番 号  

登 録 年 月 日  

登録地の所在  

 


